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はじめに

本稿は、1990年代に韓国政府が始めた環境保
全志向の農業政策が、それまでに形成されていた

同国農村社会の所得格差ならびに住民間関係にど

のような影響を及ぼしたのかを考察するものであ

る。

1980年代に大規模化と機械化を柱とする農業
政策を推進した韓国政府は、1993年以降この方
針を転換し、親環境農業（친환경농업）と呼ばれ

る環境保全志向の農業政策を導入した。この政策

は、農業の自然環境への負担を軽減すると同時に、

地域コミュニティにおける農民間の相互協力関係

をベースとした農業を再興させるという理念も含

んでいた。

従来、住民間協力を促進する政策に対しては、

社会諸科学において様々な批判的検討がなされて

きた。その中の主たるものとして、政策を通じた

意図的なコミュニティ促進の多くが、そのモデル

として西欧諸国の社会を念頭に置くあまり、地域

の住民関係を明確なメンバーシップや外部との境

界線を伴ったものであると誤認しているという指

摘がある（Kenny et al, 2013）。また、2000年
代以降の事例研究においても、一見単一のコミュ

ニティとして組織化されているように思える集団

が、実際には様々な社会関係の蓄積によって形成

されており、必ずしも明確なメンバーシップを伴

うものではないという点が明らかにされつつある

（樋渡, 2008; Gibson et al, 2010）。しかし、これ
ら先行研究の多くは特定時点でのコミュニティの

静態分析であり、地域における人間関係の動態や

時系列的変化を明らかにできていない。コミュニ

ティは人間の集合体である以上、時間の経過と共

にその住民構成や外部要因から受ける影響が変化

する可能性がある。この変化がどうして起こるの

か、あるいはそうした変化が生じないのであれば、

なぜ一定の状況が長期間持続するのかを把握する

ことは、コミュニティを振興させるために外部組

織がより適切な支援策を講じることに貢献する。

本稿は、韓国農村を事例として、1980年代の
農業政策によって形成された農村住民の地縁的相

互扶助関係が、1990年代の政策転換によってど
のような影響を受けたのかを分析する。分析の対

象は、韓国の農村経済に占める農外所得の比率が

日本など他国と比べて低いこと（高安, 2009）を
踏まえ、農村社会および農村住民間の相互扶助関

係のうち、農業所得の向上ないし安定化を目的と

する関係性に論点を限定した。

1990年代韓国における農業政策の転換

―親環境農業の農民間関係に対する影響―

縄　倉　晶　雄（明治大学大学院）



2 3北東アジア地域研究　第20号　2014年６月 1990 年代韓国における農業政策の転換

以下、1.では、開発研究の分野で地域コミュ
ニティ研究が取り上げられるようになった背景を

見る。次いで 2.では、地域コミュニティ、特に
農村住民間の関係をめぐる先行研究をレビュー

し、その課題を指摘する。その後韓国の事例に着

目し、3.で 1980年代の農業政策を受けて形成さ
れた農村住民間の相互協力関係を説明する。続く

4.で 1990年代以降の新たな農業政策である親環
境農業政策の内容を見た後、5.において、その
新たな政策が農村住民の関係に与えた影響を明ら

かにする。

なお、本稿ではコミュニティを、住民同士の地

縁に基づく社会関係が重層的に重なり合ったもの

と定義し、その社会関係のうち、営利を動機ない

し目的としない双務的な協力関係を相互協力関係

と定義する。

１．開発研究におけるコミュニティ

開発研究においてコミュニティという概念が

徐々に用いられるようになったのは、1970年
代以降のことである。まず世界銀行の報告書や

ジャーナルにおいて登場するようになり、その後

1990年代に入って社会諸科学の学術文献にも登
場するようになったコミュニティ研究は、開発途

上国への支援として一般的なインフラ建設が、必

ずしも所定の成果を収めていないことを説明する

ものであった（Tichy, 1979）。特に、道路や水利
施設といった物的基盤を建設したにもかかわら

ず、それらを利用する住民と利用しない住民が一

つの集落内に混在し、結果的に集落内の富裕層と

貧困層の所得格差を拡大させた、という点が批判

的に検討された（Tosun, 2000）。この批判的検
討に基づき、物的支援というハード・アプローチ

のみでは途上国支援は充分とは言えず、支援の対

象地域に住む人々の生活慣行や行動パターンなど

の、いわゆるソフトな部分にもアプローチすると

いうのが、日本国外の研究者が英語にて行うコ

ミュニティ研究の趨勢である。そこでは主として、

外部からの作用が支援対象地域に住む人々の行動

様式を変化させることが、当該地域の発展にどの

程度貢献するのかが論じられることとなる。

一方で、日本におけるコミュニティ研究は、政

府や自治体、或いは民間企業といった外部アク

ターによる外発的な開発モデルに対抗するものと

して、すなわち地域住民による内発的・自主的な

発展モデルを探るものとして行われてきた（鹿野

ほか, 1996, pp. 1-5）。そこでは、従来の外発的な
開発モデルが必ずしも地域住民の利益を伸長させ

ていないとして、当該住民による内発的・自発的

な発展が行われることが重要であるという、規範

論が提示されることが少なくない（稲葉, 2007）。
本稿は、日本国外を分析対象としていること、

および政府の施策がある地域の住民関係を変化さ

せる可能性を視野に含んでいることから、基本的

にコミュニティおよびコミュニティの開発をソフ

ト・アプローチの観点から論じるものとし、内発

的発展については論及しないものとする。

２．農村コミュニティをめぐる先行研究

2000年代以降の発展途上国農村のコミュニ
ティをめぐる研究は、その静態をより正確に捉え

ようとする形で発展してきた。1990年代以前の
コミュニティ研究は、北村（1992）の研究など
に示されるように、コミュニティというものを、

ある集落に住む住民全員をメンバーとし、異なる

集落に住む住民の間には明確な境界線が引かれて

いる、という考えに根差すものが主流であった。

これに対し、2000年代以降、コミュニティは必
ずしも自治体のような組織ないし制度ではなく、

境界線のあいまいな互助関係がいくつも積み重

なってできる重層的なものだとする批判的研究が

登場した。Newman & Dole （2005）は、同一の
集落の中には複数の互助関係が同時に存在してお

り、それらは必ずしも単一の集団として意思形成
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を図れるものではないということを、それら複数

の互助関係を統括する存在として何らかの機関を

設置するべきだという主張とともに述べている。

また邦語の研究としては樋渡（2008）が、ウズ
ベキスタンの地域コミュニティであるマハッラを

事例として、同一のマハッラ内部に時々の目的に

応じて様々なネットワークが張り巡らされている

ことを、フィールドワークを踏まえた上で指摘し、

マハッラを自治体と同じく明確なメンバーシップ

を伴う単位として利用しようとする開発政策は、

充分な動員力を持たないと論じている。

このようにして、2000年代以降、コミュニティ
をより正確に捉えようとする研究は大きく進展し

たが、これらの研究はあくまで地域や人間集団の

静態を記したものにとどまっており、その動態的

変化を捉えていない。人間集団の行動様式や慣行

が必ずしも固定的なものではなく、時間の経過と

ともに変化する可能性があることを考慮するなら

ば、こうしたコミュニティやその内部にある互助

関係の変化を見ていく必要がある。

韓国研究においても、この点が先行研究にお

いて鑑みられてきたとは言い難い。韓国農村に

おける互助関係やコミュニティを扱った研究の

多くは、1970年代や 1990年代といった、特定
の時期における住民関係を静態的に記したものが

中心である。今日の農村における両極化の状況を

考察する文献も一定程度存在する 1 が、それらの

多くは、現在の両極化の静態のみを記述するにと

どまっており、過去から現在に至る農村の動態を

追うことで両極化の歴史的背景をフォローするに

至っていない。また、ソーシャル・キャピタルな

どの視点から韓国農村をとらえた先行研究も、農

村内部に存在する人間関係の重層性を踏まえたも

のは希少である 2。しかし、人間集団や人間関係

が重層的なものであり、また時間の経過とともに

変化する現実を踏まえるのであれば、その重層性

や変化を理論的観点から捕捉する必要がある。

以上の点を踏まえつつ、以下では 1980年代以

降の韓国農村を見ていくこととする。

３．1980 年代の機械化および耕地面積拡大
による経営合理化

韓国の農村において住民間の相互協力関係が形

成されるようになったのは、1950年の農地改革
以降である。韓国の農地改革は、小作農の大半を

自作農化することには成功したが、狭小な国土面

積に過剰な人口を抱えていた事情から、一戸平均

の耕地面積が 2haに満たない状況を生んだ。こ
の状況下で各農家は、狭隘な保有地を少しでも効

率的に運用するため、近隣住民との共同収穫作業

などの互助関係を結んだ 3。
しかし、こうした取り組みは農業生産の効率性

を大きく向上させるものではなかったため、韓国

政府は 1972年から 1980年まで、セマウル運動
と呼ばれる農村近代化政策を推進した。この政策

は、公式には農村住民の主体的な努力による地域

開発と農村所得向上を図るという理念に基づいて

いた。しかし、同運動の推進過程において政府は、

政府系農村金融機関を全国各地に開設し、内務省

の管轄下に置かれた営農機関を全国の農村集落に

設置するなど、従来農村がボランタリーな互助関

係に基づいて行っていた諸活動を、政府の出先機

関の下に統制し、政府の開発目標に沿って動員し

ていくという側面を持っていた（Kim, 2004, pp. 
150-170）。この過程で、政府の開発目標にそぐ
わないとされた農村住民の慣行は法律で規制され

た 4。こうした規制に加え、1970年代の韓国農
村は離農と都市への人口流出、およびそれに伴う

年齢別の人口比率の変化が起こったため、1960
年代以前に存在していた農村内の互助関係は継続

が困難な状態に陥っていた（キム・チョルミン, 
2012）。

1980年にセマウル運動を中止した政府は、こ
れに代わる農村の振興および近代化に向けた施策

として、農家一戸当たりの耕地面積を拡大し、さ



4 5北東アジア地域研究　第20号　2014年６月 1990 年代韓国における農業政策の転換

らに従来手作業に依存する部分の多かった営農工

程の大部分を機械化することで、生産効率を向上

させる施策を導入した。政府が様々な面で農村住

民の営農活動に介入する 1970年代の方針を転換
し、市場原理に基づく効率的な農作物生産を行う

ことで、安価な農産物の大量生産と農村住民の農

業所得向上を推進しようとしたのである。1970
年代に離農によって農村人口が減少し、一戸平均

の耕地面積を拡大しやすい状況にあったこと、お

よび貿易自由化による輸入農産物と国産農産物の

競争が予想された 5 ことが、この方針を後押しし

た。

この新たな政策に対する農村住民の反応は、大

きく 2つに分けることができる。1つは、政策の
変化に積極的に呼応し、農地を賃借ないし売買に

よって 2ha以上に拡張し、機械化にも対応した
農家である（倉持, 1994）。これに該当する農家
は、1990年時点で全国の農業世帯の 9.8%であり、
1940年代以降に生まれた住民を主流としていた。
もう一方は、この急激な政策変化に対応すること

なく、一戸平均の農地が 2ha未満という従来の
水準にとどまり、機械化も進まなかった農家であ

る。これに該当する農家は全国の農業世帯の約

80%を占めていた（キム・ジョンホ, 2004）。こ
うした二極化が形成された要因としては、韓国に

おける教育普及率が 1945年の解放以降急上昇し
た点（キム・ジョッキョ, 2012, pp. 150-170）や、
同国の教育内容が 1960年代以降工業労働者の育
成を中心とする実学志向となっていったこと、そ

の結果として職業に生かせる技能の有無に世代間

格差が生じたこと（高安、2009）が挙げられる。
これらの指摘を総合すると、1960年代以降に教
育を受けた世代には、高度に技術的な内容や経営

ノウハウを身につけていたため、機械化と経営規

模の拡張に対応できた人々がいたが、それ以前に

生まれた世代の多くは、教育バックグラウンドの

違いから状況の変化に対応できなかったといえ

る。

このようにして 1980年の農政は、大規模営農
と機械化促進を図る少数の世帯と、手作業中心の

小農 6 に留まる多数の世帯という、大きく性格の

異なる 2種類の農家を形成した。この点につい
て、両者の経済格差を所得面から見てみると、表

1のようになる。セマウル運動開始以前の 1970
年時点における一世帯あたり年間農業所得 7 は、

耕地面積 0.5ha未満の零細農と同 2ha以上の大
規模農家との間で約 5倍の開きが出ている。こ
の開き自体は、農業政策が転換された後の 1985
年でも大きく変化しておらず、15年の間に、小
農も大規模農家も、それぞれ所得を 15倍強に向
上させている。しかし倉持（1994）によると、
1975年の時点では耕地面積 2ha以上の農家では
一世帯あたり 3.64人が農作業をしていたのに対
し、機械化の進んだ 1985年にはその人数が 2.96
人へと 22%減少している。他方、0.5ha未満の
農家では、同期間に一世帯当たり労働者数が 2.39
人から 2.1人に、13%減少している。減少幅は
2ha以上の農家の方が大きいため、労働者 1人あ
たりの収入格差は拡大しているといえる。加えて、

韓国農村には兼業機会が少なく、農業所得の格差

を農外所得によって緩和するのは困難であった。

表 1：経営耕地面積別に見た農家一世帯あたりの

年間農業所得

1970年 1974年 1985年
0.5ha未満 82,887 239,473 1,332,203
0.5-1.0ha 156,197 454,386 2,571,052
1.0-1.5ha 238,488 662,639 3,975,003
1.5-2.0ha 321,366 904,569 5,431,621
2.0ha以上 405,927 1,263,972 7,207,347
単位：ウォン
出典 : 統計庁

http://kosis.kr/ups/ups_01List01.jsp?pubcode=SW
（2013年 10月 17日閲覧）

セマウル運動が中止され、新しい営農のあり方

が模索されつつあった時期に、営農を目的とした

新たな互助関係を形成したのは大規模農家のみで



4 5北東アジア地域研究　第20号　2014年６月 1990 年代韓国における農業政策の転換

あった。1980年代初頭の韓国農村では離農の進
行によって遊休地が生じており、農家の耕地面積

の拡大は容易であったが、大型機械の国産化が始

まったばかりだった当時の韓国では、輸入品を中

心とする農業機械の購入は大きな負担となった。

例えば、1980年時点での韓国の一人当たり年間
所得は約 1600米ドルであったが、当時日本のヤ
ンマー・ディーゼルが販売していたガソリンエン

ジン式耕運機のメーカー小売価格は約 2000米ド
ルであり、耕運機 1台の価格が国民一人当たり
の年間所得を上回っていた 8。加えて農業機械の

中には、その費用が高額である一方、稼働率が必

ずしも高くないものがある。稼働率の低い機械を

各農家が個別に保有・運用することは効率性を損

なう。そのため政府は 1982年、近隣に居住する
大規模農家同士による農業機械の共同購入、保有、

運用のための組織・機械化営農団を全国各地で設

立するよう奨励する政策をとった。この政策は、

複数の大規模農家が共同して農業機械を購入し、

運用する場合、その購入費用の 90%を政府と農
協が補助し、農家の自己負担を 10%に抑えると
いうものであった。これは、集落内の大規模農家

同士で農業機械を媒介としたネットワークを形成

するよう促すものとして作用し、公式記録では、

機械化営農団として政府に登録されたものだけで

も 1986年段階で全国に約 30000件の組織が結成
された（趙, 1991, pp. 105-110）。
一方、小規模な土地を持ち、機械化も進まなかっ

た農家は、大規模農家が効率的な営農によって作

物の低価格・大量販売に成功する中、自らの作物

の卸売価格を相対的に高止まりさせた。1985年
以降、政府がコメを中心に農作物の卸売価格を原

則自由化し、高米価による買い上げを制限したた

め、この卸売価格の差は小売価格に反映されるよ

うになった。農業で行き詰まりを見せた小農の中

には、農外収入の増大を図る者もいたが、1960
年代以降の工業化政策が都市部に集中的に資金を

投入する形で進められていたことから、韓国の農

村部における兼業機会は、日本など周辺諸国に比

べて低い水準にある。自ら起業しようとしても、

農村部では起業に必要な人的・物的資源に乏し

かったこと、起業資金に欠けていたことにより、

2ha以下の小農のうち、1990年代に兼業化を図っ
た者は半数に満たなかった（イ・ヨンギ, 2012; 
高安, 2009）。岩沢（2004）は、その兼業化を試
みた者も、ビジネススキルの乏しさや 1990年代
後半の経済危機によって専業に回帰したとしてい

る。

この状況に対し政府は 1989年、全国各地の農
村に、法人として農業機械を保有し、小農の作業

を代行するための企業・委託営農会社を設立させ

る政策を打ち出した。小農は、低効率な手作業に

よる営農の一部を会社に委託し、手数料を負担す

ることで機械化された高効率な農作業を行っても

らう、という仕組みである。委託営農会社は、前

述の機械化営農団とは別個に立ち上げられた政策

であったが、カン・ジョンイルら（1993）の調
査によると、慶尚北道で設立された委託営農会社

の半数以上が、機械化営農団の人員や機械共有ス

キームを実質的に継承したものであった。この状

況は、全国の農村世帯の少数派である大規模農家

のみが 1980年代初頭の農村政策転換に対応する
形で新たな互助関係を形成した、ということに加

え、世帯数では多数派を占める小農が、この大規

模農家の互助関係をベースとした委託営農会社に

依存するという構造をもたらしたといえる。小農

と大規模農家の間には、農作業の委託を媒介とし

た関係が成立していたものの、この委託手数料は

農作物価格の 2割から 3割の水準（深川, 2002, 
pp. 250-280）であり、こうした金銭の授受を伴
う関係は、相互扶助関係とはいえない。

大規模農家が機械化を媒介とした互助関係を形

成した一方、小農同士の互助関係は、近隣世帯同

士で組合を作り、上述の委託手数料を低く抑える

よう自治体と委託営農会社に申し入れるという、

極めて消極的なものに留まった（車, 1987）。こ
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の組合は、農作業の委託に際して払う手数料を、

委託営農会社の損益が拮抗する水準にまで抑える

という点では一定の成果を出したが 9、大規模農

家と零細農の非対称的な関係を解消したり、小農

同士で能動的に互助関係を作り出していくことは

なかった。互助関係の形成や強化といったヨコの

つながりを持つ代わりに、経営スキルに乏しい小

農の多くは、補助金や社会保障の給付をめぐる政

府や自治体との交渉、および農業協同組合を通じ

たロビー活動といったタテの関係に依拠する形で

利益拡張を図った（オ・ネヨン, 1998）。
本来であれば、作業工程をアウトソーシングせ

ざるをえないほど営農で行き詰まった小農は、引

退ないし転職し、土地を他人に貸与ないし譲渡す

るのが一般的である。しかし、上述のようにビジ

ネススキルに乏しかった小農の多くは、農業以外

の職に就くことが困難であった。また、国民年

金および基礎老齢年金からなる韓国の公的年金

制度が 65歳以上の国民全員を加入対象としたの
は 2007年であり、それまでは高齢の農家は、経
済的に余裕のある血縁者からの援助に依存する

か、援助が期待できない場合には無理をしてでも

営農を続けざるを得ない状況にあった。加えて、

ホワイトカラーの職業に高いプレステージを認め

る韓国では、子供に農家を継承させることは否定

的にとらえられることが多く、小農の土地を子が

引き継ぐことは忌避される傾向にあった（大前, 
2013）。
上述の話をまとめると、1980年代に韓国で行

われた市場原理の導入を中心とする農村政策は、

大規模農家の間に機械化営農団という形で互助関

係を作る一方、その関係に含まれない多くの小農

を生じさせた。これに対して政府が委託営農会社

の設立で対応したことは、小農の間に彼ら独自の

互助関係を形成させるものではなく、小農が大規

模農家の提供する有償サービスに依存することで

営農活動を持続させる状況を生み出すものであっ

た、とすることができる。次章では、こうした

1990年代初頭の状況を踏まえて行われた、農村・
農業政策の転換とその内容について見ていく。

４．1990 年代以降における親環境農業政策

1986年に始まった GATTウルグアイ・ラウン
ドにおいて韓国は、農産物を含む輸入関税を撤廃

ないし引き下げるよう交渉参加国から求められ

た。結局、同交渉において韓国は農産物や畜産物

の関税障壁を維持したものの、日本に比して国内

市場が狭く、外需依存度の高い韓国は、その後も

外国との貿易摩擦と、それによる関税撤廃圧力を

受ける可能性があった。

こうした中で韓国政府は、大規模化と機械化を

柱とする農業政策では、貿易自由化と国内の第一

次産業維持を両立できないと認識するようになっ

た。賃金水準が上昇する中、一戸平均 2ha程度
の農地で生産される農作物では、100ha以上も
の農地を一世帯の農家が耕作するアメリカやオー

ストラリアなど大陸諸国の農作物に、価格競争力

で対抗できないためである。そうした事情に加

え、1980年代の農業政策が大規模農家の優遇で
あるという批判が高まっていたことを背景とし、

1994年に韓国政府は農業政策を再度転換し、農
林部に環境農業課という持続型農業に取り組む部

署を設置する（蔦谷, 1999, p. 29）など、高付加
価値の農作物の栽培を促進するようになった。

政府が農業政策を再転換した 1994年当時、韓
国では消費者意識の高まりや、民主化後の消費者

団体の活性化を受けて、食の安全性を確保しよう

という動きが強まっていた。これに加え、1960
年代以降の経済発展の過程で水質悪化や土壌汚染

といった公害問題がメディアで頻繁に取り上げ

られるようになっていたことも影響し、政府は

1980年代以来の農業政策を、効率性重視から環
境負担の軽減を重視するものへと転換させた。ま

た、足立（2002）の韓国政府高官へのインタビュー
によると、この転換は 1980年代以降の大規模営



6 7北東アジア地域研究　第20号　2014年６月 1990 年代韓国における農業政策の転換

農と機械化の促進が農業の担い手の企業化を促し

ていたことを批判的に捉え、韓国の農業を、家族

を営農単位とする活動へと回帰させようという規

範意識に基づいた側面も持っていた。韓国政府に

よる、家族農のコミュニティ・レベルの互助を促

す方針は、1990年代後半から 2000年代にかけ
てより鮮明となり、2000年代以降は、近隣住民
同士の互助を基盤とした農村社会の構築を政策と

して掲げるようになってきている（深川, 2013）。
この 1990年代以降の農業政策は、大きく分け
て 3つのアプローチから進められることとなっ
た。

1つ目は、1993年から開始された環境負荷の
低い農家に対する認定制度である。これは、農薬

の使用量を一定の基準値以下に抑えた営農方法を

3年連続で実践した農家に対し、農林部が親環境
農業の実践者であるとして認定証を発行する制度

である。この認定を受けた農家は、その収穫物に

政府による有機栽培認定マークを受けた状態で販

売することが認められ、環境志向の高まった市場

に、有利な立場で卸売をおこなうことができる（足

立, 2002）。農家が認定証を取得することは法的
な義務ではなく、あくまで任意であるが、政府に

よる認定証が付くことが、当該有機農産物の市場

競争力を高めることは明らかであった。

2つ目のアプローチは、1998年に導入された
直接支払い制度である。この制度は、政府や農協

が農家から収穫物を高価格で買い上げることによ

り事実上農業所得を保障していた従来の方針を改

め、政府が農家に対し、種子の購入費用など用途

を指定する形で現金支給するものである（ソン・

ジングン, 2012）。これは親環境農業政策の一環
として導入されたものというよりも、政府の買い

上げによる農産物の価格調整が 1996年に発足し
た世界貿易機関（WTO）の規定に抵触するため
に行われた施策である。従って直接支払制度には、

牧畜に関連する諸経費や、農業に不向きな山間部

での耕作に対する追加経費の補助など、環境保全

に関わりのない項目も数多く設定されている。し

かしながら、直接支払い制度の実施に際しては、

環境負荷の低い農家に対する助成金枠・親環境農

業直接支払い制度も設定された。この助成金枠の

うち稲作を対象とするものは、2003年に稲作に
対する助成である水田農業直接支払い制度との間

で機能統合が図られ、稲作農家の収入安定化とそ

の環境負荷の抑制を同時に推進する制度へと移行

したが、この制度における助成金の受給対象は農

家一戸につき 2haまでに制限され（柳, 2005, p. 
31）、小農に対する助成という性質を強く持つも
のとなった。

3つ目は、グリーン・ツーリズムに対する支援
である（岩沢 , 2004）。これは、農村観光への関
心が高まった 2000年代以降、政府の方針を受け
て道や郡などの地方自治体レベルで積極的に導入

された措置で、各地の農村集落に対し、環境保護

活動や有機農業の体験を集落レベルで事業化し、

環境意識の高揚を促すと同時に、地域経済の活性

化に結び付けようというものであった。2000年
代に入り、各地の地方自治体がグリーン・ツーリ

ズムの実施計画を立てるようになり、日本で言う

ところの「むらづくり 10」につなげようとする動

きが出たが、集落の住民が共同で環境保全や観光

振興に向けた事業を行うことは、住民間の互助関

係に基づくコミュニティを志向しているといえる

ものであった。政府は 2004年、こうした各自治
体の取組みを支援するべく、上述の直接支払い制

度に景観農業への助成枠を設ける「生活の質法」

を国会で可決・成立させた（鄭喆模, 2006）。
以上 3つのアプローチが、長期的には小農を

単位とした農村コミュニティの振興を、そしてそ

のための当座の目標として農村における農家の両

極化状況の改善、とりわけ小農の経営改善を企図

している旨は、上述の足立（2002）による政府
高官へのインタビューのほかにも、政府関係者や

自治体首長の発言などに頻繁に登場する。例えば、

現全羅南道知事のパク・チュニョンは、同道の親



8 9北東アジア地域研究　第20号　2014年６月 1990 年代韓国における農業政策の転換

環境農業館ウェブサイトの挨拶文で、親環境農業

の推進過程における専門家や農家の知識・情報共

有を中心とした人的交流に期待を寄せ、その一助

として同館が開設されたと述べている 11。また、

農林部の下部機関・農村振興庁が推進する強小農

（강소농）という長期プロジェクトも、同様の趣

旨に基づいている。強小農プロジェクトは、その

目標として耕地面積 5ha未満の小農の経営体力
を高めることを設定しているが、そのプロジェク

トにおける支援対象を経営体（경영체）とし、個

別の農家のみならず、小農同士によって結成され

る経営組織をも支援対象に含めることで、小農が

相互の協力によって経営体力を強化することを奨

励している 12。この点についてホ・ジャン（2007, 
pp. 4-5）は、有機農業を含む環境保全志向の農
業政策が、従来の大規模農業へのアンチテーゼと

して地域性と小規模性を理念に含んでいるという

世界的傾向を取り上げ、韓国の親環境農業政策も

そうした小農社会志向という理念に根差したもの

であると指摘している。

次章では、1990年代に親環境農業政策に関連
して採用されたこれら 3つのアプローチが、農
村の両極化状況、および農村住民間の互助関係に

どのような影響を及ぼしたのかを見ていく。

５．親環境農業導入後の農村社会

親環境農業政策の 1つ目のアプローチである認
定証制度は、大規模農にとって取得が比較的容易

な反面、小農にとっては取得の困難なものであり、

農業世帯が大規模農と小農に二分されている状況

を変えるものではなかった。認定証を取得するた

めには、農薬の使用を抑制し、自然環境への負荷

を軽減する営農方式を 3年間継続しなければな
らないが、これは単位面積あたりの農産物の収穫

量を少なくするものであった。収穫量の減少によ

る農業収入の目減りは、栽培作物の高付加価値化

によって補われることになるが、耕地の狭い農家

にとっては、高付加価値の商品を少量生産する営

農への転換は大きなリスクを伴った。耕地面積が

広範である場合、このリスクは栽培する作物を多

品種にし、生来害虫などに強い作物と高付加価値

を期待できる作物を同時に生産することで分散さ

せることが可能である。しかし、元々狭小な土地

を耕作している農家にとっては、耕作地を複数の

作物へと分割することは、個々の品種を狭小な土

地でごく少量ずつ生産するに過ぎない状況をもた

らすため、現実性に欠けた。従って、親環境農業

の実践は、小農にとっては困難であり、耕地面積

の大きな農家であればあるほど容易なものとなっ

た。2002年段階でこの認定証を取得した農家は
全国に約 11000世帯存在するが、これは同年の
韓国における全営農世帯約 120万世帯の、およ
そ 1％に過ぎない（岩沢, 2004）。これに含まれ
ない、認定証を取得しないまま有機栽培を実践し

ている農家や、認定証取得の準備段階にある農家

の数が不明であるため、実際に有機農法を行って

いる世帯がどれほどいるのかは上述の数字からだ

けでは判別できない。しかし、環境志向の強まる

市場へと農作物を卸売りする際、当該農作物が有

機栽培されたものであると公的に認証されている

ことは、販売競争上アドバンテージになる。こう

した認定証を取得した世帯が全国の農家の 1％で
ある点は、親環境農業政策が、小農社会への回帰

を志向した長期的な理念や、農業専門家や農家の

積極的な情報共有・情報交換および交流を促そう

という期待に反し、一部の農家のみが積極的に賛

同するものであることを示している。

2003年以降 13 の国内流通農産物の総量に対す

る、認定証交付農家の出荷物が占める比率を重

量ベースで算出した数値が表 2である。2000年
代前半の比率は 5％未満で推移し、その後、農林
部が新規営農者に認定証の取得を推奨するよう

になった 2000年代後半には値が急上昇するも、
2009年以降は再び数値が下落している。この点
について東北地方統計庁（2013）は、有機農産
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物の価格が農薬を使用した農産物よりも高額とな

り、政府が期待した通りの需要を都市部で呼び起

こせなかった点を指摘している。同庁は、有機農

産物の価格を高いと感じる消費者が全国で 70％
にのぼるという調査結果を挙げ、有機農産物の消

費が低迷している状況が、生産者である農家の側

において、有機農業の普及を阻害する要因として

作用していることを指摘している。

表２：韓国国内で流通する農産物における、親環

境農産物の重量比

年度 2003 2004 2005 2006
比率 2.1 2.5 4.4 6.9
年度 2007 2008 2009 2010
比率 9.7 11.9 12.2 12.0
年度 2011
比率 10.6

単位：％
出典 : 統計庁

http://www.index.go.kr/egams/stts/jsp/potal/stts/PO_
STTS_IdxMain.jsp?idx_cd=1292（2013 年 11 月 15 日
閲覧）

なお、両極化した韓国農家のうち、大規模農家

の全てが親環境農業政策に対応できた訳ではな

く、有機栽培の実施を試みたものの、結果的とし

て事業に失敗した農家も少なくなかった。北出

（2007）によると、韓国の農家 1世帯あたりの可
処分所得に対する負債の比率は 1990年の 43.2%
から 2002年の 82.1%へと大きく上昇している
が、この負債比率上昇負債の主な原因は、大農に

よる作物の多角化と環境保全への対応にあった。

2002年時点で、農家の可処分所得に対する負債
比率は、経営規模 0.5ha未満の農家が 67.6%、
同 1.5ha以上 2ha未満の農家で 74.8%であるの
に対し、同 3ha以上 5ha未満の農家が 116.3%、
同 5ha以上の農家が 144%と、大規模農家にな
るほど高くなっている。

次に、2つ目のアプローチである補助金につい
てであるが、この制度には、政府に補助金を拠出

する余力がなかった上、給付対象となる農家の品

質向上努力への誘因を削ぐという問題点があっ

た。

キム・ジョンギルら（2012, pp. 155-160）は、
水田農業に親環境農業の手法を導入している農家

の現状を調査した結果に言及し、2000年時点の
韓国農村において農民は耕作地 1haあたり年額
100万ウォンの直接支払いを必要としており、そ
れだけの金額がなければ親環境農業を維持できな

い状況にあるとした上で、国内全耕作地にこの規

模の補助金を支給する場合、歳出総額は年額 67
億ウォンになるとした。拠出金額がこれほどの規

模になるのは、環境保全志向の営農を行う場合、

土壌改良などの物資面での費用に加え、農家に有

機農法のノウハウを教える人的費用がかかるため

である。またこの金額は、環境負荷の低い営農方

法を継続していく中で、追加費用によって上昇す

る可能性も含んでいる。これに関する政府の財政

負担は重く、政府が 2004年に執行した親環境関
連の直接支払額は、1haあたり 54万ウォンであっ
た（北出, 2007）。先述の通り、環境保全の目的
を達成するために必要な直接支払額は 1haあた
り年 100万ウォンであるため、政府は必要額の
およそ半額しか直接支払を執行できていないこと

になる。これに加え、水田稲作に対する直接支払

い額が年間 3000億ウォンになる事情もあり、結
局政府は、2015年までに環境保全を目的とした
直接支払制度を廃止することを決めてしまった

（Kim Chong-gil, 2012, pp. 155-160）。
またこの制度は、稲作にかかる経費や環境対策

にかかる経費など、営農に充当される資金を政府

が農家に対して直接支給するという制度であり、

また農家による政府への補助金運用報告も書面で

提出するなど形式的なものである。そのため、そ

れまで行われていた米の買い上げ制度に比べ、農

家の効率性向上に向けたインセンティブを削ぐも

のでもあった。この点について板垣ら（2007）は、
直接支払制度が小農の効率性向上に向けたインセ

ンティブを阻害した上、低効率性が維持された小
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農が耕作を継続し、市場から退出しない状況をも

たらしたとしている。小農の市場退出が妨げら

れた結果、1990年代以降も大規模農と小農から
成る農村の両極構造は維持されることとなった。

2002年時点における一世帯当たり農業所得を耕
地面積別にみると、0.5ha未満の零細農が 301万
ウォンに対し、2ha以上 3ha未満の農家は 1771
万ウォンとなっており、1980年代半ばから大き
く変化していない（北出, 2007, p. 4）14。前章に
掲げた表 1は、1990年代以前の基準に基づく統
計資料であり、耕地面積 2ha以上の農家は全て
大規模農家として同一の類型に含まれているが、

この 2003年の統計基準では、耕地面積 2ha以
上 3ha未満の農家、同 3ha以上 5ha未満の農家、
および同 5ha以上の農家の所得が別個に算出さ
れている。耕地面積 3ha以上 5ha未満の農家の
一戸平均年間農業所得が 2471万ウォン、同 5ha
以上の農家の一戸平均年間農業所得は 3976万
ウォンと算出されており、この統計基準の変化を

踏まえるならば、耕地面積 0.5ha未満の小農と
2ha以上の農家との所得格差は、1990年代にさ
らに拡大しているといえる。

1990年代を通じた小農と大規模農への二極化
は、所得の面のみならず、農家の戸数の面でも進

行した。表 3は、耕地面積別に見た農家戸数の
国内全農家に占める比率であるが、1990年代を
通じ、耕地面積 0.5ha未満の農家と同 2ha以上
の農家がそれぞれ増加する一方、その中間の規模

の農家は減少している。また、表 4は韓国国内の
全農家世帯を経営主の年齢と経営耕地面積の規模

ごとに分類し、各々の構成比を示したものである

が、これによると、耕地面積 0.5ha未満の層に
は高齢者が滞留している。年齢ごとに耕地規模に

明確な差異が出ていることは、上述した 1980年
代までの機械化などを考慮すると、農家が年齢層

ごとに異なった営農形態をとっており、従って農

業政策における利害関係も異なると考えられる。

表３：経営耕地面積別農家分布

年次 0.5ha
未満

0.5-
1.0ha

1.0-
2.0ha

2.0ha
以上

1990 27.3 30.8 30.7 9.8
1995 28.9 28.8 27.8 12.9
2000 31.9 27.4 25.4 14.3

単位 : ％
出典：キム・ジョンホ（2004）．著者により一部修正

表４：2000 年時点での、経営主年齢別・経営耕

地規模別農家分布

年齢 0.5ha
未満

0.5-
1.0ha

1.0-
2.0ha

2.0ha
以上

39歳未満 2.1 1.6 1.5 1.2
40歳代 4.7 4.0 4.3 4.0
50歳代 6.7 6.4 7.2 4.8
60歳代 10.6 10.5 9.9 3.7

70歳以上 8.1 5.1 2.7 0.7

単位 : ％
出典 : 表 3に同じ
注：小数点第 2位以下を四捨五入しているため、合計値
は 100にならない

直接支払制度が小農の経営効率を改善させな

かった原因としては、上述のインセンティブの欠

如に加え、農家による補助金の着服が横行してい

る事情も挙げられる。韓国では 2007年に基礎老
齢年金が施行されるまで、農民の多くが公的年金

の加入対象に含まれていなかった。また、国民皆

年金制への移行後も、65歳以上の老齢年金受給
者に対する支給額は月額 9万ウォンと少額であ
り 15、高齢者が公的年金だけでは生活できない状

況にある。こうした中、政府からの補助金を生活

費として、或いは老後の資金として着服する農民

は少なくない。政府からの補助金には稲作にかか

る経費や環境対策にかかる経費に充てるという用

途が指定されているが、一旦支給された補助金が

指定用途以外に流用することが容易であること

も、着服を促しているといえる。2011年 2月 11
日付けの『東亜日報』社説は、全羅南道に住む当

時 60歳の農家が 1億 2000万ウォンの補助金を
着服し、懲役 1年の実刑判決を受けた事件に触れ、
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こうした事件が跡を絶たないこと、その原因とし

て、農民の生活基盤の弱さを考慮し、裁判所が農

業補助金の横領には軽微な処罰しか課してこな

かった点、および政府・自治体に補助金の用途を

監視する制度が欠如している点を指摘している。

また、2013年 11月 7日付けの慶尚北道地方紙
『毎日新聞』は、2013年 9月 12日から 11月 7
日までの間に警察庁が補助金横領に関する集中捜

査を行ったところ、書類の偽造などによって農業

補助金を不正に受給した事例が慶尚北道内だけで

8件摘発され、43人が逮捕されたと報じている。
これら新聞記事に見られるように、直接支払制度

によって受給した現金は相当部分が農民の生活費

に充当されていたと考えられるが、この着服され

た部分は、当然ながら受給農家の営農効率向上や

環境保護機能強化には用いられない。

また 2000年代に入り、農家の両極構造が維持
される中、韓国農村では農地を拡張しようとする

大規模農と、営農を続ける小農との間で利害関係

の対立が起こるようになった。農業機械の性能向

上や貿易自由化による輸入農産物との価格競争激

化のため、大規模農家は 1990年代以降も耕作地
の拡張を行い、効率性のさらなる向上を図ろうと

したが、各地の農村内に小農が滞留し、耕作を続

けていたため、売買や賃借によって新たな耕作地

を取得することができない事例が起こった。農家

が国民年金の加入対象外であった 2007年以前の
韓国では、小農は離農し、引退すれば生計手段を

失う状況にあり、従って営農工程の委託を行い

つつ、農業を続けざるを得なかった。こうした

中、直接支払制度による補助金が小農にとって事

実上の年金として着服されたことを受けて政府は

2011年、保有する農地を大規模農家に貸与した
小農に対し、掛け金を払わなくても月額 55万ウォ
ンの年金を支給することにし、小農の離農・引退

を積極的に促すようになった 16。従って親環境農

業政策における直接支払制度は、農村における両

極構造を変えるものではなく、零細農が経営体を

合同で組織したり、経営力を強化するものでもな

かった。

3つ目のアプローチであるグリーン・ツーリズ
ムへの対応を通じた集落の活性化は、上記 2つ
のアプローチ以上に限られたインパクトしか持た

ないものであった。まず、農村のうち、観光地と

して旅行客を呼び込めるだけの交通アクセスや宿

泊施設を兼ね備えた地域に限りがあった。加えて、

大規模農・小農を問わず、営農による農作物の生

産を行ってきた人々にとって自分たちの居住地を

観光地として売り出すことは、従来全く経験して

こなかったことと言ってよく、新たな営農方法の

導入よりも高いハードルであった。慶尚南道のグ

リーン・ツーリズムについて見てみると、どの集

落も実際に観光地化へ主体的に関与している農家

は少数派であること、および自分たちで観光地化

の方法を考えつくことができず、集落の存在する

郡が外部から観光地経営の専門家を招聘し、その

専門家に具体的な施策を委託するケースが一般化

した（ソン・ジングン, 2012）。
以下では、これまでの議論を考察した上で、結

論を導き出し、含意および今後の課題について述

べていく。

６．考察

1980年代に韓国政府が推進した、機械化の推
進と一戸平均耕地面積拡大の奨励を主軸とする効

率性重視の農業政策は、これに対応できる大規模

農と対応できない小農という、農家の両極化現象

をもたらした。そしてこのうち、大規模農家は機

械化営農団という互助関係を構築した一方、小農

は委託営農の手数料を引き下げるためにグループ

を組むという、消極的な関係を構築するに留まっ

た。また、大規模農家と小農の間には、営農作業

の委託・受託という形で社会的な関係が形成され

たものの、それは手数料の支払いを伴う取引関係

であり、互助関係ではなかった。つまり、1980
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年代の農業政策によって両極化した農家のうち、

地域単位で互助関係を結んだのは専ら大規模農家

であった。

1993年に農業政策の転換として導入された親
環境農業政策は、上述の政策が大規模農家のみに

有利なものであるという批判、環境保全を志向す

る世論を背景とし、環境に与える影響が小さく、

また付加価値の高い農産物の生産を企図するもの

であった。そして、この政策を推進するにあたっ

て政府は、直接支払いの対象を保有農地 2ha以
下の小規模農家とし、また「強小農」の説明でも

言及したように、支援対象を個別農家のみならず

複数の小規模農家からなる経営体にまで広げるな

どし、農家間の所得格差縮小と、農家間の協力関

係形成を目的としていた。

しかし親環境農業政策は、農村振興庁の強小農

プロジェクトにあるように、小農を基本単位とし、

小農同士の協力関係を促すことを目的に含んでい

た一方、小農の経営効率を改善させず、農家間の

経済格差を縮小させる具体的なプログラムを含む

ものではなかった。その結果、小農同士の協力関

係を促したり、耕作規模の違いによる農家間の所

得・利害の違いを解消することもできなかった。

同政策のうち、中央政府のプログラムとして全国

に適用された認定証制度と直接支払制度は、それ

に対応し、そこから恩恵を引き出すことのできる

農家が、十分な土地や資金、経営ノウハウを兼ね

備えた大規模農家に限られていたという点で、大

農が優位に立つという従来の農村両極構造を変え

ることはなかった。1つ目のアプローチである認
定証制度は、営農技術や土地、知識に乏しい農家

が有機農法を行えるようにする制度を伴っていな

かった上、その市場規模も全農産物の１割程度に

過ぎず、農村の社会構造に対するインパクトとし

ては不十分であった。2つ目のアプローチである
直接支払い制度は、そもそも財政的な裏づけが不

十分であったことに加え、スキルに乏しく、積極

的な目的を持った互助関係に欠ける小農を農業活

動に滞留させ、それが大規模農家の耕地拡張を妨

げた。そして、耕地面積を拡大しようとする大規

模農家と、営農を維持しようとする零細農の間に

利害の対立をもたらした。これは、本研究の理論

的観点に即してみるならば、大規模農家間の農業

機械運用という、ある互助関係のパターンが出来

上がっていた状況を、小農の底上げ、および農家

間の経営協力によって変えようとしたものの、そ

の具体策の欠如のために従来の互助関係のあり方

は変わらず、経済的な両極構造と、大農と小農の

間、および小農同士の協力関係の乏しさが継続し

たものと見ることができる。

また、親環境農業の 3つ目のアプローチであ
るコミュニティ・レベルでのグリーン・ツーリズ

ムの振興は、大規模農家でさえその担い手たりえ

ない集落が多く、それらの集落は市や郡などの自

治体が招聘した外部専門家に従った観光開発を

行った。これは、当初企図されたような農村住民

同士の任意な互助関係に基づくものではなく、自

治体が外部専門家の意見を踏まえつつ各集落を動

員し、産業振興を図るというものであった。その

点でこのグリーン・ツーリズムの振興は、農村住

民間のネットワークやその変化に、有意な作用を

及ぼすものではなかったといえる。

表 5は、2012年時点における、韓国農家の耕
地面積別農業純生産 17 を示したものである。韓

国では 2002年から 2003年にかけて農漁業に関
する統計基準および集計方法が大きく変更されて

おり、この変更前後の統計データを比較する際に

は注意を要するが、表 5の数値を本稿表 1の年
間農業所得と比べると、耕地面積 0.5ha未満の
農家は同 2ha以上の農家の 6分の 1の生産額し
か出しておらず、大農と小農とのパフォーマンス

格差は決して縮小していないことが窺える。
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表５：2012 年度における韓国農家の経営耕地面

積別年間農業純生産

経営耕地
面積 0.5ha未満 0.5-1.0ha 1.0-1.5ha

生産額 3,530 8,938 18,698
経営耕地
面積 1.5-2.0ha 2.0-3.0ha 3.0-5.0ha

生産額 19,163 23,374 34,066
経営耕地
面積 5.0ha以上

生産額 44,477

単位：千ウォン
出典：統計庁

http://kosis.kr/statisticsList/statisticsList_01List.
jsp?vwcd=MT_ZTITLE&parentId=F （2013年 11月 16日
閲覧）

以上のことから、1990年代に韓国政府が導入
した親環境農業政策は、その理念を実現する仕組

みが不充分であったため、1980年代の農業政策
の結果生まれた農村社会の二極化と、専ら大規模

農家の間にのみ互助関係が形成されているという

状況を変えることができなかったといえる。

この一連の経緯から導き出される含意として、

著しい所得格差が生じている状況を何らかの政策

によって是正しようとする場合、効率性重視の緩

和やコミュニティ振興の促進といった理念を実現

する具体的な制度を設けること、および格差の重

要な要因である人的資源などソフト面の改善が重

要であるという点が挙げられる。1980年代の農
業政策が大農と小農の格差を生んだ理由の一つ

は、先述のように後者に農業機械の操作や大規模

耕地のマネジメントを行うスキルが欠けているこ

とであった。しかし親環境農業政策は、大規模農

家を優遇するものであった従前の政策が批判され

る中で始められたものであるにもかかわらず、こ

の両極化状態を是正するメカニズム、すなわち小

農のスキルの乏しさを改善するメカニズムを伴っ

ていなかった。その結果として、親環境農業政策

に対応し、そこから便益を引き出すことのできる

農家は、大規模農家に限定されてしまい、従来か

らの二極化構造を踏襲することとなってしまっ

た。また、各地の自治体で導入されたグリーン・

ツーリズムの振興策に至っては、農村住民同士の

互助関係で対応できるものでなかったため、行政

機関が農民を動員するという、当初の理念と乖離

する状況を招来した。親環境農業政策が従来の政

策のような大農優遇でないものとするためには、

大農が優遇され、小農が劣位に置かれていた原因

への対策が併用されるべきであったということに

なる。

なお、韓国では 1997年の経済危機以降、都市
住民が農村に移住し、農業を営み始める事例が増

加している。1970年代に見られた離農と反対の
現象が起きていることになるが、こうした新たな

農業の担い手の流入が農村社会に与える影響につ

いては、今後の分析課題としたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　例としてイ・ヨンギ（2012）やパク・テシクほか（2012）
など。
２　チョン・ギファン（2003）は、韓国農村のソーシャル・
キャピタルについて包括的な研究を行ったが、地縁的
互助関係の動態や重層性に対する視点は希薄である。
３　但し、韓国における地縁的関係は血縁をベースとし
た関係を補完する性質のものであるため、近隣住民と
の互助も、日本の村落社会のそれに比べて緩やかなも
のになる（縄倉, 2013）。
４　例えば、それまで契と呼ばれる日本の頼母子講に相
当する資金融通に依存していた農村金融は、政府の主
導によって相互信用金庫という政府系金融機関に組み
入れられ、農村住民間の私的な金融活動は規制される
こととなった（縄倉, 2013）。
５　1980年代半ば以降、米韓間の貿易摩擦に加え、ウル
グアイ・ラウンドにおける貿易自由化に向けた多国間
交渉が始まった。
６　本稿においては、小規模農家を示すものとして小農
という表現を用いる。同様に、大規模農家を示すもの
として大農という表現を用いている。
７　ここでの農業所得とは、農家が得る所得のうち、農
作物ならびに畜産物の販売によって得られたものを意
味する。
８　趙ら（1991）によると、韓国では 1980年代を通じ
て耕耘機 1台の価格が農家の年収を上回る状態が続い
ていた。
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９　ただし、委託営農に対する手数料は地方自治体であ
る市・郡の認可を得て決められるものであったため、
委託手数料の低さをそのまま小農たちの交渉能力の反
映と見ることはできない。

10　韓国語にも、ほぼ同様の言葉として「마을가꾸기（マ
ウルカックギ）」がある。

11　全羅南道親環境農業館ウェブサイト内、道知事挨拶
のページ http://www.greenjn.com/01/0101.php（2013
年 11月 14日閲覧）

12　農村振興庁 http://www.rda.go.kr/strong/ （2013年
11月 15日閲覧）

13　親環境の認定を受けた農産物に関する政府統計は、
認定証制度そのものの開始よりも 5年以上遅れて作成
が始まったため、認定制度発足直後の状況については
不明である。

14　KOSIS
　http://kosis.kr/ups/ups_01List01.jsp?pubcode=SW 
（2013年 10月 17日閲覧）

15　2013年11月現在のレートで約9000円。2013年9月、
政府・与党により年金法改正案が作成されたが、この
改正案が国会で可決・成立した場合でも、一人あたり
の受給額は月額 20万ウォンにしかならない。（『東亜日
報』2013年 9月 23日）

16　韓国農漁村公社および農地管理基金法第 10条 . 一時
的に政府負担となる年金支給額は、受給者が死亡した
後、当該受給者の保有地を入札によって売却し、その
売却益で補填する仕組みである。

17　農業純生産とは、農家による農業所得の総和から政
府による農業補助金の支出額を差し引いた額である。
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This paper analyzes how South Korea’s 
pro-environmental policies in the 1990s worked 
on its bi-polarized rural communities.

In the 1980s, South Korea’s government 
pursued mechanization of agricultural works 
and extension of farmlands per family. While 
these measures succeeded in the improvement 
of agricultural performance nationwide, they 
were criticized to worsen income inequality 
among farmers and distort rural communities.

In the 1990s, the government attempted 
pro-environmental agriculture with (1) organic 
farming, (2) direct payment to peasants and 
local groups of farmers, and (3) green tourism. 
The government aimed that farmers revitalize 

their local communities in the process of these 
measures.

Despite the introduction of pro-environ-
mental policies, however, Korea’s rural com-
munities were remained unequal and distorted. 
Because the introduction of new farming tech-
nology was complicated for less-educated peas-
ants, the inequality among farmers sustained. 
And, more importantly, because the govern-
ment’s policies were void of concrete and exact 
steps of decreasing inequality and forming co-
operation among farmers, the farmers had poor 
incentives to cooperate with their local neigh-
bors.

South Korea’s Transition to Pro-Environmental Agriculture Policies:
How Did It Work on Relation among Korean Farmers?

NAWAKURA Akio（PhD student, Meiji University）
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